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建築基準法による延床面積(m２)

  　(1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. なお, 本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと. 

I. 工事名

II. 工事箇所

III. 建物概要

建物名称 構造

消防法施行令別表第1の区分

階数

IV. 工事種目

種　　　　目

1.　本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む.

工　　事　　概　　要

工事種目 技　　能　　検　　定　　作　　業技能検定職種

左官

建具製作

左官

サッシ施工

・ 左官作業

・ ビル用サッシ施工作業

・ ガラス工事作業ガラス施工

建具

塗装 塗装 ・ 建築塗装作業

内装仕上げ

施工

・ 表具作業　・ 壁装作業表装

内装

・ プラスチック系床仕上げ工事作業　・ カーペット系床仕上げ工事作業

・ 木製建具手加工作業　・ 木製建具機械加工作業　・ アルミ製室内建具製作作業

・ 鋼製下地工事作業　・ ボード仕上げ工事作業

配管 配管

・ 造園工事作業造園植栽

機械設備 冷凍空気調和

機器施工

・ 冷凍空気調和機器施工作業

7.  本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する.

8.  本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した

　　者を選定すること.

9.  機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない.

　　梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する.

11. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する.

12. 他工事との取り合いは下表による.

はり貫通部のスリーブ

  同上補強

盤・便器等の箱入れ

  同上補強

天井埋込個所の天井材の切込み

  同上補強

工  事  項  目 建築工事 電気工事

○

○

○

○

○ ○ ○

管 工 事 空調工事 別途工事

○○ ○

13. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 <1>1.3.9)により行う.

運搬距離

(km)

処分費

(税抜,円)
単位

VI. 特記仕様1(一般共通事項)
処分許可業者の会社名

(処分区分)
種　　類 優良

所    在    地

処    分    地

備　　　考

　　官公署その他への届出手続等は(標仕 <1>1.1.3)により行う. なお, (監理指針 <1>1.1.4)を参考とする.

仮設

鉄筋

　　本受電後引渡しまでの基本料金  ( 本工事 ・ 別途 )

2.　工事写真はしゅん工, 着工前, 機材, 施工状況の順に写真帳に整理し, 提出する. しゅん工については, 工事目的物の状態

　　が, また, 機材, 施工状況等については, 不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること. 国土交通大臣官房官庁営繕

　　部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする.

4.　工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種

　　別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 

　　監督員の承諾を受ける. (標仕 <1>1.2.2, <1>1.2.3) 

    品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は,

　　品質計画にしたがって適切な処理を施す. 

  　また, その原因を検討し, 再発防止のための必要な処置をとる. (標仕 <1>1.3.4, 監理指針 <1>1.3.4)

5.　設計図書に疑義が生じたり, 現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたとき

　　は, 「疑義に対する協議等」(標仕 <1>1.1.8)による.

6.　技能士の適用

　　技能士の適用については, 次の技能検定作業 (以下「作業」という. ) のうち, 各工事毎に適用する作業を指定するものと

　　する.  

    技能士は, 職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する資料を監督員に提出する

　　こと. 技能士は適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業するとともに, 他の技能者に対して施工品質の向上を図るた

　　ための作業指導を行うこと. 

　　技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等, 県が指定した内容を記載した名札等により, 資格を明示するものとする.

　　なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする.

    ○ 印 ･･･ 適用作業

コンクリート

とび

鉄筋施工

コンクリート

圧送施工

・ とび作業

・ 鉄筋組立て作業

・ コンクリート圧送工事作業

型枠 型枠施工 ・ 型枠工事作業

・ 構造物鉄工作業鉄工鉄骨

・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業　・ 合成ゴム系シート防水工事作業

・ アスファルト防水工事作業  ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業  

・ 塩化ビニル系シート防水工事作業  ・ セメント系防水工事作業

・ シーリング防水工事作業  ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

・ FRP防水工事作業

防水 防水施工

タイル

木 建築大工

タイル張り ・ タイル張り作業

・ 大工工事作業

・ 内外装板金作業建築板金

かわらぶき
屋根及びとい

・ かわらぶき作業

建築板金金属 ・ 内外装板金作業

技能検定職種工事種目 技　　能　　検　　定　　作　　業

管工事仕様書

10. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴明けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 <2>4.1.3)

    使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図，試験成績書を含む) を監督員に

　　提出する.  (JISマーク等表示品を除く) (標仕 <1> 1.4.2)

　　上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること.

V. 共通仕様

とする.

　　　　　　　 ・竣工図の電子データ(CD-R)は, CADデータ(SFC形式及びオリジナル形式)及びPDFデータとする.

　　　　　(注) ・竣工図(製本, データ共)については, 必要な関係図面(原図, CADデータ等を貸与)を修正して作成すること.

　　　　・工事写真：写真帳(着手前, 竣工)×1部, 電子データ×2部　　・使用材料一覧表×1部(うち電子データ1部)

　　　　　　　段階の最終成果を電子成果品として納品することをいう. 

　　　　(注)  電子納品とは, 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務

　　(1) 本工事は電子納品の対象工事である.

3.　完成図等
　  注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材, 製品であること. 

　　理由書を監督員に提出しなければならない. 

　　しなければならない. なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を記載した

　　督員に提出すること.

　　の工事については, 工事完了後に「木材使用実績報告書(電子データ)」及び「建設資材使用実績報告書(電子データ)」を監

　　承諾願」, 「材料使用承諾願」, 「木材使用承諾願」を監督員に提出しなければならない. また, 請負金額が500万円以上

　　則として使用しなければならない. 

　　条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ))で製造された再生砕石を原

　　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15

　　　　員へ提出しなければならない. 

　　(5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は, 木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督

　　　　ければならない. 

　　(4) 受注者は, 県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提出しな

　　　　い理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 

　　(3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合には, 県産木材を使用できな

　　　　② ①以外においては, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

　　　　① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材

　　(2) 県産木材とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 次のものが該当する. 

　　　　ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. 

　　　　取り扱う. 

　  注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として

　  注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う. 

　  ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品

　  ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

  県内産資材(次のいずれかに該当するもの)

　　　　ない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 

　　(2) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用でき

　　　　う努めるものとする. 

　　　　ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよ

　　(1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない. 

　　るもの以外と下請契約する場合は, 県内営業所を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない.

　　努めなければならない. なお, 請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については, 徳島県内に主たる営業所を有す

15. 工事実績情報の登録

　　受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については，工事実績情報システム（コリンズ）に基づき，工事実績情報とし

　　て，「登録のための確認のお願い」を作成し，監督員の確認を受けたのちに，次に示す期間内に登録機関に登録しなければ

　　ならない．ただし，期間には，土曜日，日曜日，祝日等は含まない．

　　(2) 登録内容の変更時　契約変更締結後10日以内

　　(1) 工事受注時　　　　契約締結後10日以内

　　(3) 工事完成時　　　工事完成後10日以内　

　　なお，登録内容の変更は，請負代金額，工期，技術者等に変更が生じた場合に行うものとする．

　　登録後は速やかに，登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する．

　　なお，変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は，変更登録を省略することができる．

16. 受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように

17. 県内産資材の使用

18. 県産木材の使用

19. 県内産再生砕石の原則使用

20. 受注者は, 本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という. )の発注の際には, 発注前に「生コンクリート使用

21. 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下「県内企業調達建材等」という. )を優先して使用

22. 工事現場において, 現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は確認のため, 名札を着用する.

　　　　通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

　　　　類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出することとする。なお、「建設リサイクル法

(1)

14. 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険，建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む. ))を請負額に応じて付

　　保する. (標準請負契約約款 第49条)

対　　　 象　　　 物 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する.

次に掲げる単独工事については，付保を除外できる.付 保 除 外 工 事(2)

・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　

・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)

(3) 付保する時期及び金額 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 

請負金額相当額を付保する.

また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する.

(4) 保 　 険 　 終 　 期 工事完成期日に14日を加えた期日とする. なお, 工事延伸した場合には保険の期間も延長する.

(5) そ　　 　の　 　　他 付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類

に添付する.

　　　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は, 「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す.

    ・コンクリート・アスファルト類の搬出先については, 中間処理施設のみとする. 木材については, 50kmの範囲内にある木

　　　材再資源化施設への搬出を原則とする.

　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない. また, この場合, 処分単価の見

　　　なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という. )に認定されているとき, 処

　　　積書を求め, 減額変更を行うことがある.

　　　分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること. ただし, 諸般の事情により優良産廃処分業者以外の

　　　処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. 

    (2) PCBを含む機器は，調書を添えて引き渡しとする.

　　(3) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係

　　　　法令に基づき，作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については，家電リサイクル法により処理する

　　　 こと.

　　(4) 受注者は, 工事で発生する産業廃棄物を保管する場合, 又は自ら運搬する場合においては, 廃棄物の処理及び清掃に関

　　　　する法律第12条の規定を遵守すること.

　　(5) 受注者は, 建設副産物が排出される工事にあたっては, 建設発生土は建設発生土調書, 産業廃棄物は産業廃棄物管理票

　　　　(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に建設発生土搬出調書(様式3)を提出しな

　　　　ければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 

　　(7) 受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特

　　　　定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては、

　　　　工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了

　　　　するまで存置しておかなければならない。また、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書

　　(6) 受注者は, 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という．）に基づく建設業に属する事

　　　　条）第8条で規定される工事，又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）施行令第2条で

　　　　業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19

　　　　規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む．），土砂，砕

　　　　石，加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合センターの建設副産

　　    物情報交換システム（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という．）により再生資源利用計画書を作成し，監督員の確認を受けなけ

　　    る判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7条で規定される工事，又は一定規模以上の

　　　　受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関す

　　　　ればならない．

　　　　工事において，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合

　　　　受注者は，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には，工事完了後速やかにＣＯＢＲＩＳに

　　　　る．

　　　　類及び住所を必ず入力しなければならない．ただし，バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとす

　　　　なければならない．

　　　　廃棄物を工事現場から搬出する場合には，ＣＯＢＲＩＳにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員の確認を受け

　　　　より再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し，監督員に提出しなければならない．

　　　　受注者は，ＣＯＢＲＩＳの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，その施設名，施設の種

　　(1) 受注者は, 工事標識, 指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合, 県産木材を使用しなければならない. 

R1.5ver

　　(2) 工事のしゅん工に際し, 次の図書, 資料を作成し, 監督員と協議の上, 提出する.

ｔ
　(中間処分)(無筋)

コンクリート
ｔ

(有筋)

コンクリート

撤 　 去 　 工 　 事

金属(処分)
○     0

徳島市東沖洲１丁目12

徳島市東沖洲１丁目12
ｔ

ｔ
汚泥

廃プラスチック

鳴門市大麻町三俣字津久田61番地1
11,000

エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部 住宅課

管工事仕様書（１） 1/NON

徳島市南二軒屋町神成８４２番地の２

図示位置へ合併浄化槽（処理対象人員：84人　・計画汚水量：16.8m3/日）を設置する工事一式浄 化 槽 設 備

給 排 水 設 備

電 気 設 備

浄化槽設備工事に伴う給排水工事一式（仮設汚水配管工事一式，共）

浄化槽設備工事に伴う電気工事一式

既設低床式単独浄化槽（処理対象人員：100人）の撤去及び既設汚水管、汚水桝 等の撤去工事一式

県営住宅　南二軒屋神成団地 ＲＣ 　1号棟 3階 6戸　 　2号棟 3階 18戸

（5）項　ロ

　　　　・竣工図の製本×2部(2つ折, 原図版)　　・竣工図の電子データ(CD-R)×2部　　・保全に関する資料×1部

○・ 建築配管作業

　(中間処分)

アスファルト

　(中間処分)
ｔ

○

木材
○

徳島市津田海岸町2番地90号
ｔ5.6 10,000 

 7.6

12.3

P -01

特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工

事編)(平成31年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」)及び「公共

建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は電気設備工事を含む場合は, それぞ

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事

○

○

○
徳島市丈六町森ノ木9-1

徳島市丈六町森ノ木9-1

徳島市丈六町森ノ木9-1

徳島市丈六町森ノ木9-1

徳島市丈六町森ノ木9-1

徳島市丈六町森ノ木9-1

徳島市津田海岸町2番地90号

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

鳴門市大麻町三俣字津久田4-1、5-7

6.1

6.1

6.1

15.8

820

820

870

22,700 t

(株)徳島機械センター

(株)徳島機械センター

(株)徳島機械センター

(有)徳島興産

(株)旭金属

(財)徳島県環境整備公社(徳島県東部)

宮崎基礎建設(株)

　　納, ダンプトラックの荷台の下ろし等について, 走行前に複数の作業員により確認しなければならない.

28. 受注者は, 輸送経路等において, 上空施設への接触事故を防止するため, 重機回送時の高さ, 移動式クレーンのブームの格

　　えるおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない.

　　上の事項について計画を立て,  災害の防止を図らなければならない. 特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与

　　担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送

27. 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交通安全に関する

　　ったときは, 直ちに提示しなければならない.

　　指揮者の合図により行わなければならない. また, 作業状況について, 写真等の資料を整備及び保管し, 監督員の請求があ

26. 受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は, 当該作業を指揮する者を定め, 

　　に報告しなければならない. 

    動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, 当該作業を指揮する者を定め, 監督員

25. 受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む. ) 又は貨物自

　　度補修又は補償すること．

　　い．万一，損傷を与えた場合は，ただちに監督員に報告するとともに，施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都

　　受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならな

　　規格, 構造等を確認しなければならない.

　　地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち, 原則として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置(平面・深さ), 

　　調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の確認を受けてから，工事着手すること．

24. 受注者は，工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について，工事（仮囲い等仮設材設置を含む）着手までに

　　名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること.

23. 工事現場には工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事

れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針(令和元年版)」を参考



    (1) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする.

VIII. 使用材料(管材)

用　　　　途 名　　　　称 番　号 備　　考

HIVPJIS K 6742水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管給　水

　〃

　〃　(地中埋設部)

　〃

　〃

排水・通気

　　〃

　　〃

排　水(衛生器具接続部)

　〃

　〃　(屋外)

給　湯

　〃

　〃　(地中埋設部)

消　火

　〃　(地中埋設部)

ガ　ス

　〃　(地中埋設部)

油

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用ポリエチレン二層管

水道配水用ポリエチレン管

硬質ポリ塩化ビニル管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管        

耐火二層管(内管VP) 

硬質ポリ塩化ビニル管

下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管

銅管(Mタイプ)

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

保温付被覆銅管

被覆銅管

配管用炭素鋼鋼管(白)

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

配管用炭素鋼鋼管(白)

硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(黒)

ガス用ポリエチレン管

配管用炭素鋼鋼管(黒)

JWWA K 116

JWWA K 116　　

JIS K 6762

JWWA K 144

JIS K 6741

WSP 042

SGP-VA (管端防食継手)

SGP-VD (管端防食継手)

①W又は②W

EF継手

VP

DVLP

JIS K 6741 VP

AS 62 RS-VU

JIS H 3300

JWWA K 140 SGP-HVA (管端防食継手)

原管
JIS H 3300

JIS G 3452

WSP 041

JIS G 3452

JIS K 6774

JIS G 3452 SGP

SGP

SGP-VS

SGP

IX. 機材等

1.  本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の

　　ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける.

2.　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する

　　品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける.

　　(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. 

　　(2) 法令等で定めがある場合は, その許可, 認可, 認定又は免許を取得していること. 

　　(3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. 

品　　　　目

ボイラー

温水発生機

ポンプ類

タンク

消火装置

鋳鉄製ふた

機　材　名　・　注　記

鋼製簡易ボイラー, 鋳鉄製ボイラー, 鋼製小型ボイラー, 鋼製ボイラー

真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製), 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)

横形遠心ポンプ, 立形遠心ポンプ, 水中モーターポンプ(汚水用, 雑排水用, 汚物用)

FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形)

密閉形隔膜式膨脹タンク(給湯用)

スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム

マンホールふた, 弁桝ふた

　　(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること.

　　て点検を行い, その記録を保管すること. 

30. 受注者は, 高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は, 墜落防止に留意し, 作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用し

31. 受注者は, 休日・夜間に作業を行う時は, 事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出しなければならない.

32. 受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保するとともに工事現場

33. 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成13年4月9日改正)

　　」に基づき指定された建設機械を使用するものとする. 現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番

　　等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする. ただし, 同規程に記載さ

　　に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する. ただし，騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守す

　　における盗難防止の観点から, 資機材の保管状況等についても併せて確認すること. また, 監督員から「資機材保管計画書」

工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員、工事監理業務受注者とともに定期的に確認する

　　国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場

　　合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施さ

　　れた民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価さ

    対象機材　( ・ 屋上, 塔屋等に設置する機器  ・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

    対象機材　( ・ 配管及びダクト支持材　・ 煙道支持材　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　　・ 構内の指示場所に集積 )

　　※強度試験の立会いについて, 試験を公共試験機関で行う場合は, 現場代理人又は主任(監理)技術者が, JIS工場の場合は, 

　　　監督員と現場代理人又は主任(監理)技術者が行うものとする. 

    (2) 保温材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする.

    (3) 接着剤は, フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し, ホルムアル

　　人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする.

　　れた排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議

　　するものとする. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理

　　「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 施工は「建築設

　　(2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に, 地域係数及び設計用標

　　　　準水平震度を乗じたものとする. なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による.

　設計用標準水平震度 特定の施設 一般の施設

設置場所 機器種別 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

機　　　　　器 2.0 1.5 1.5 1.0
上層階, 　　

防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5
屋上及び塔屋

水　　槽　　類 2.0 1.5 1.5 1.0

機　　　　　器 1.5 1.0 1.0 0.6

中層階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0

水　　槽　　類 1.5 1.0 1.0 0.6

機　　　　　器 1.0 0.6 0.6 0.4

1階及び地下階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6

水　　槽　　類 1.5 1.0 1.0 0.6

　　　　　(注) 上層階の定義は次のとおりとする.

　　　　　　　 2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階

　　　　　重要機器　( ・ 防災機器　・ 火気を使用する機器　・ タンク類　・ 　　　　　　　　　　　　　　 )

　　(3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする.

　　(4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する方法で確実に

　　　　取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい.

　　備耐震設計・施工指針(2014年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)」による.

　　　　デヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする.

工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について、監督員、工事監理業務受注者とともに、書面により確認すること

　ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は，一般入札工事に限り，これによらないことができる.

3千万円未満

当初請負対象額

3千万円以上5千万円未満

5千万円以上1億円未満  

1億円以上             

－

一般入札工事

－

1回

2回

低入札工事 

1回

2回

2回

3回

　　　　　　・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は，中間検査を省略することが出来る.

備品等名称

保 管 場 所

注 意 事 項

こと

34. 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 最終改正 平成14.4.1

35. 耐震施工

36. 各種荷重計算

37. 強度計算

38. 土工事の残土処分

　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること. 

39. コンクリート工事

41.設計変更箇所確認(設計事務所による工事監理がある場合に適用)

　　　　(注)　・低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.

　　　　　　　・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結

　　　　　　　　一般入札工事とは，低入札工事以外の工事をいう．

　　　　　　　　後速やかに監督員と協議すること.

29. 受注者は移動式クレーンを使用する場合は, 上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止(警報)する装置, 

R1.5ver

　　れていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない. なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場

VII. 特記仕様2(特記事項)

　　るものとする.

42.　次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する

40. 揮発性有機化合物を使用した材料の使用制限

1.  配管の吊り及び支持は, 「標仕」及び「標準図」に従い行う. (標仕 <2>2.6.1, <2>2.6.3)

2.  床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い, 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土

　　で埋め戻す.

3.  管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土で埋め

　　戻し, 地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う. (標仕 <2>2.7.1, 監理指針 <2>2.7.1)

4.  排水管を屋外土中埋設する場合は, 「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込

　　み, 突き固めた後, 管をなじみ良く布設する. 埋め戻しは, 山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後, 掘削土の良

　　質土で所定の埋め戻しを行う. (標仕 <2>2.7.1, 監理指針 <2>2.7.1)

5.  給湯管のコンクリート及びコンクリートブロック埋設部は被覆銅管を, 床下土中埋設部は保温付被覆銅管をそれぞれ使用す

　　る.

6.  ガス管のコンクリート及びコンクリートブロック埋設部, 床下土中埋設部は, 合成樹脂被覆鋼管を使用する.

7.  スリーブ材料については, (標仕 <2>2.2.27, 監理指針 <2>2.2.27)による. 貫通部の処理については, (標仕 <2>2.8.1, 標

　　準図 施工1, 監理指針 <2>2.8.1)による. なお, 紙製仮枠を用いる場合は, 変形防止の措置を講じる.

8.  液化石油ガス設備は, 液化石油ガス設備士により気密試験を行い試験成績書を提出する.

9.  弁類で, 公営水道に直結する配管に使用するものは JIS-10Kとし, 高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする.

　　ただし, 特記部分は JIS-10Kとする.

10. 保温工事種別について, 給水管, 排水管及び給湯管は, 原則グラスウール保温材とする. 給水管の床下, 暗渠内及び屋外露

　　出部分は, ポリスチレンフォーム保温材とする. ただし, 耐火二層管は保温を行わない.

11. 消火管の屋外露出部分については, ポリスチレンフォーム保温材により保温を行う.

12. 給水用配管で, ポンプ廻りの防振継手, フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない.　

13. ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト, ナットはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とし, 屋外

　　及びピット内の配管, ダクトに使用する支持金物等についても同様とする.

14. あと施工アンカーボルトの選定については, 次による. 

　　(1) 機器類の固定には, 金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し, 次の機器については, 施工後確認試験を

　　    行う．( ・ 受水槽　　・高架水槽　　・給水ポンプ装置　　・　　　　　　　　　　　　 　                    )

　　(2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付

　　　  用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 

 　 (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. 

15. 次に指定する部分の露出する配管, ダクト, 支持金物, 架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は行わない.

 　（ ・ダクトスペース, パイプシャフト内　　・　　　　　　　　　　　              　　　　　）

　　屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない. 

　　硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る.

　　次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う.

    亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする.

　　屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m２のものを使用し, 塗装不要とする.

16. 水圧試験, 満水試験, 気密試験等は, 配管途中若しくは隠ぺい, 埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆施工前に行う.

　　(標仕 <2>2.9.1)

17. 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は, エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し, 木れんが

　　の場合は, 防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む. (標仕 <5>2.1.1)

18. 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は, 補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタル等で

　　埋める. また, 間仕切り壁等の場合は, 壁内に補強材を取り付ける. (監理指針 <5>2.1.1)

19. 洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる.

20. 機器には名称及び記号を, 配管及びダクトには, 識別表示・用途・流れ方向を記入する. (標仕 <1>1.7.4)

　　なお, 屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については, 塗装書き又は耐候性を有す

　　るカッティングシートとし, バルブの状態表示を示す表示札等については, 合成樹脂製又はアクリル製で文字等がシルク印

　　刷又はエッチング加工されたものとする.

21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.6により行う．製造者において試験方法を定めている項目については, 試

　　験要領書を提出する.

22. ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後, 製品検査を実施する. 現地据付に際しては「据付検査

　　要領」を提出する.

23. ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし, 製造者標準仕様品とする. 「本体構造等」(標仕 <8>3.1.1)で準用す

　　る現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする.

24. 浄化槽の蓋(枠を含む)は, 溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし, 固定が確実で, 十

　　分な防臭性能及び耐候性を有すること.

25. 試運転調整にあたっては, (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2)を参考とする. 低圧屋内配線, 弱電流電線

　　については絶縁抵抗測定を行う.

　　(1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする.

44. 仮設トイレの洋式化

　　受注者は当初請負対象金額（設計金額）1千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合，次のとおりとしなければ

　　ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない. 

　　　・当初請負対象金額（設計金額）1千万円以上7千万円未満の工事

　　　　　原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.現場代理人または主任技術者が女性の場合, 設置する仮設ト

　　　　　イレは, 「快適トイレ」を標準とする.

　　　・当初請負対象金額（設計金額）7千万円以上の工事

エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部 住宅課

管工事仕様書（２） 1/NON

　　( ○・  構外に搬出し適切に処理　土壌検査を本工事で( ・ 行う(　　箇所)　○・  行わない )　・ 構内敷きならし　

　　　　　　 　　　 ○・  アルカリ骨材反応抑制対策確認　　○・  鉄筋材料の規格品証明書提出 )

43. 工事に影響のある範囲内の重要備品等(・ 有 ○・  無 )

    ( ・ 一般居室，廊下等　　○・ 屋外露出              　　　　　                         )

　〃　(ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設部)

HIVPJIS K 6742水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管送　気(地中埋設）

送　気(露出） 配管用炭素鋼鋼管(白) JIS G 3452 SGP

P -02

　　浄化槽スラブ基礎 ( ○・  強度試験 (・ 公共試験機関　・ JIS工場 )　○・  構造体強度補正値(S)による補正 ○・  調合表提出

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事

　　ブームの高さを制限する装置等)付の車両を原則使用しなければならない. ただし, 令和２年度末までは, 経過措置期間と

　　するが, この期間においても接触事故防止装置付きの車両を使用するよう努めるものとする.

　　記載された全ての内容を適用することとする。

　　対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の｢デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について（県土整備部）｣に

　　の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とすることができる．

　　受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得たうえで，デジタル工事写真

45.　デジタル工事写真の小黒板情報電子化

 　 快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと. 

　  なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと. 

 　 受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. 

　　　　　原則として「快適トイレ」を設置しなければならない. また，現場従事者に女性が含まれる場合は，原則として「女

　　　　性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。



１．請負者は速やかに、し尿浄化槽構造審査を受け、関係諸官庁への申請手続き

・細骨材に含まれる塩化物量は、Nacl換算で０．０４％以下とする。

21 21+S

　六価クロム溶出試験は, 「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用

項　　目 特　　記　　事　　項章 特　　記　　事　　項項　　目章 特　　記　　事　　項項　　目章

  本工事は、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘

　導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が（・義務付け

  警備業法を遵守するとともに、受注者は交通誘導員の配置計画書及び合格証明

　書の写し等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。

  配置された検定合格警備員は、業務に従事している間は合格証明書を携帯し、

　かつ、監督員等の請求があるときは、これを提示すること。

  受注者は、発注者が行う交通誘導員勤務実績調査の実施に協力しなければなら

　ない。また、対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は、当該下請

　負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も

　同様の義務を負う旨を定めなければならない。

  受注者は、「交通誘導員勤務実績報告書」を作成し、勤務実績が確認できる資

　料(勤務伝票の写し)とともに、1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。

１
章
　
一
般
共
通
事
項

1.適用基準等

01.敷地の状況確認

　を監督員に提出し、承諾を得ること。 

　規格等に定めるもの以外の使用に当たってはあらかじめ強度等を確認した書類

　適用工場制度」による登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに、前記

　また、厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「

　②(社)仮設工業会の認定基準

　①労働安全衛生法に基づく構造規格

　規格等」という。）に適合するものを使用すること。 

・仮設機材及び経年仮設機材の使用については、次の規格又は認定基準（以下「03.足場等

02.ベンチマーク

　況確認を行うこと。

・着工に先立ち、敷地境界、既存構造物及び地下埋設物の確認、近隣建築物及び２
章
　
仮
設
工
事

01.根切り

03.埋戻し及び盛土

02.排　水

　証明書）を監督員に提出するものとする。 

  行った場合、土壌環境基準以下であることを確認すると共に、試験結果（計量

・余盛は、土質に応じ監督員と協議の上、余盛高さを決定すること。

・使用土は、（Ｂ種）とし、機器により締め固める。

・工事に支障を及ぼす雨水、わき水等は、適正な排水構、集水ます等を設置し、

　支障がないようにすること。

　ケットに特殊アタッチメントを取り付けた機械掘りとする。なお、かく乱した

　の承諾を受ける。

　場合は、自然地盤と同等以上の強度となるように適切な処置を定め、監督職員

・根切り底は、地盤を撹乱しないよう、手作業（深さ３０cm程度）とするか、バ

　にすること。

・敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し、支障がないよう

　、法面の滑動その他による災害が発生しないよう、災害防止上必要な処置をす

・周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法を採用し、工事中の異常沈下

　ること。

３
章
　
土
工
事

・交通整理員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に配置す

　ること。

　及び改良土の再利用に関する当面の措置」(平成12年3月31日 建設第258号)の

　「六価クロム溶出試験実施要領(案)」により実施する。

　土質条件, 施工条件等により試験方法, 検体数に変更が生じた場合, 試験の結

　果, 六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えた場合等は, 監督員と協議する

　ものとする。 

・地均しは、 均しを行う地表面の不陸を修正し、 草木の除去及び清掃をして、

05.発生土の処理

　一様にかき均した後、仕上げ面を一様になじみ起こしをして、良質土をまきか

　け、歩行に耐えうる程度に締め固める。

04.地均し ・建物の周囲、幅2m程度を、水はけよく地均しを行う。 

　な計測を行う。

　設置期間中、周辺地域及び山止めの状況を点検するとともに、安全管理に必要

・砂利及び砂地業

・材料は、市場品とする。01.砂利･砂･割り石

   及び捨コンクリ

　 ート地業等

　・砂利は、（　・切込砂利、・切込砕石、○・ 再生クラッシャラン　）とする。

・捨コンクリートは、無筋コンクリート（スランプ１５ｃｍ，設計基準強度１８

　めとする。締固めによる凸凹は目つぶし砂利で上均しをする。

・締固めは、ランマー３回突き、振動コンパクター２回締め又は振動ローラー締

－

－

－

－

150ベース下

－

－

粒度範囲厚さ使　用　部　位

切込砂利

切込砕石

再生クラッシャラン

種　　別

RC-30

　Ｎ／ｍｍ２）とし、厚さは、５０ｍｍとする。

　・厚さが300mmを越える場合は, 300mmごとに締固めを行う.
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JIS-G-3551

JIS-G-3112

03.加工及び組立

02.材料試験

　ただし、規格証明書を提出し、監督員の承諾を得ること。

01.材　料

D10、D13、D16

D19、D22、D25

網目の形状:　　寸法:　　径:

－

 規　格　名　称 径（㎜）

－

規格番号

－

SD345

SD295A

種類の記号

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼   

溶接金網及び鉄筋格子

づき認定を受けた鉄筋

建築基準法の規定に基

・材料試験は行わない。
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・鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは、標仕表5.3.6の数値に10mmを加えた数値を

　標準とする。

05.配筋検査

04.鉄筋のかぶり厚さ

　間隔、位置等について、監督職員の検査を受ける。

・設計基準強度01.一般事項

コンクリート
の種類　　　

設計基準強度
(cm)

スランプ 強度試験の
有無

強度

調合管理

Fn(N/mm２)
Fc(N/mm２)

適用箇所

気乾単位

(t/m３)

容積重量種別

普通 15 有

　クリートの打込みから材齢28日までの予想平均気温に応じて定める。

　(S)を加えた値とする。

・構造体コンクリートの調合管理強度は、設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値

６
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　なお、構造体強度補正値(S)は、標仕  表6.3.2によりセメントの種類及びコン

  コンクリートの強度試験については、次のとおり取扱うものとする。

  ○第４週強度確認

・コンクリートの仕上りの平たんさは、標仕表６．２．５による。

・部材の位置及び断面寸法の許容値は、標仕表６．２．３による。

・合板せき板を用いる打放し仕上げの種別は、（Ａ、Ｂ、Ｃ）種とする。　 仕上り

02.コンクリートの

・コンクリートの強度試験

01.床コンクリート

　 直均し仕上げ

・目地材、面木の材質は樹脂発泡材とする。

躯体・基礎

6.9.3 (b)(1)

6.9.3 (b)(2)

6.9.3 (b)(2)

6.9.3 (b)(2) 普通型枠

C　種

B  種

A　種

なし

なし

なし

あり

厚　さ 適用箇所型枠の種別

なし－

仕上種別 塗装の有無 材　質

県産木製型枠

05.型　枠

04.製造工場の選定 ・工事開始に先立ち、工場を選定し監督職員の承諾を受ける。

・無筋コンクリートは、次の場合に適用する。

　・捨てコンクリート

　・補強筋を必要としないコンクリート

06.無筋コンクリート

・骨材は標仕６．３．１（ｂ）による。

03.普通コンクリート・セメントの種類は普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種とする。

・細骨材としてフェロニッケルスラグの使用はできる。
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01.特記事項

　工作物の現状確認、排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状

・鉄筋の継手は重ね継手とする。

・結束線の端部は、内側に折り曲げる。

・スラブのスペーサーは鋼製を原則とし、他の箇所も材種等について監督員の承

　諾を得ること。また、鋼製のスペーサーは型枠に接する部分に防錆処理を行っ

　たものとする。  

・鉄筋の定着方法及び長さは図示による。

・主要な配筋は、ｺﾝｸﾘｰﾄ打込みに先立ち、種類、径、数量、かぶり、

　標仕６．５．４による。

・試練りは、行わない。

　　　書８「骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)」による。

　　　反応性試験(モルタルバー法)またはJIS-A-5308（ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ）の付属

　　　れた骨材を使用する。試験方法は、JIS-A-1145骨材のアルカリシリカ反応

・受注者は、ｺﾝｸﾘｰﾄの使用にあたってｱﾙｶﾘ骨材反応を抑制する為、次の３つの対

・所用空気量は、４．５％±１．５％とする。

　策の中のいずれか１つについて確認をとらなければならない。

　１）ｺﾝｸﾘｰﾄ中のｱﾙｶﾘ総量の抑制

　　　ｱﾙｶﾘ量が表示されたﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ等を使用し、ｺﾝｸﾘｰﾄ１ｍ３中に含まれるｱ

　　　ﾙｶﾘ総量をＮａ２Ｏ換算で３．０ｋｇ以下にする。

　２）抑制効果のある混合ｾﾒﾝﾄ等の使用

　　　JIS-R-5211高炉ｾﾒﾝﾄに適合する高炉ｾﾒﾝﾄ〔Ｂ種又はＣ種〕あるいはJIS-R-

　　　5213ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄに適合するﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ〔Ｂ種又はＣ種〕、もしくは混和

　　　材をﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄに混入した結合材でｱﾙｶﾘ骨材反応抑制効果の確認された

　　　ものを使用する。

　３）安全と認められる骨材の使用

　　　骨材のｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性試験(化学法またはﾓﾙﾀﾙﾊﾞｰ法)の結果で無害と確認さ

　　　性試験(化学法)またはJIS-A-5308（ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ）の付属書７「骨材の

　　　アルカリシリカ反応性試験(化学法)」、JIS-A-1146骨材のアルカリシリカ

・コンクリート中の塩化物量は、０．３ｋｇ／ｍ３以下とし、試験方法は

・施工箇所（スラブ天端）

送気管(露出)

　　試運転（維持管理）期間終了後、保守管理記録及び水質検査報告書を提出す

　　づく法定検査（７条検査）を受けること。期間中監督員と協議の上、放流水

　　の水質検査を行い、性能を確認すること。検査回数は１回／月とし、下記の

　　期間中の保守管理１回／週以上行うものとする。

　　項目について分析する。

　　る。試運転（維持管理）に伴う費用は、すべて請負業者の負担とする。

　　込品とする。但し各槽内の配管以外の配管は、下記による。

番　号

JIS-K-6741

JIS-K-6741

JIS-K-6742

JIS-G-3452

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

配管用炭素鋼鋼管（白）

水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

備考

VP

HIVP

SGP

送気管(地中配管)

名　　　称 適用箇所

・標準仕様書に基づく、槽の水張り試験、配管の試験を行うこと。02.試　験

 　を行うものとし、それらに係る費用は請負者の負担とする。

浄化槽工事　特記仕様書

06.山留め ・山留めは、適切な資料に基づき構造計算を行い、安全に設置すること。また、

　　ＰＨ．ＢＯＤ．ＣＯＤ．ＳＳ．大腸菌群数

・山留めは、工事完了後撤去する。

移流管・臭突管

水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP 流入・放流管

04.現場内仮囲い

エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部 住宅課

　特　記　：

浄化槽工事　特記仕様書 1/NON

　られている ○・ 義務付けられていない )。

・現況地盤高とする。（図示位置）

・六価クロム溶出試験を(・ 行う ○・  行わない )。

・浄化槽の周囲の埋戻しは砂の類によるものとし入念に埋戻しを行う。

・場外に搬出し適正処分とする。 

・山留めは、鋼矢板（Ⅲ型）工法自立式とする。

・鋼矢板（Ⅲ型）打込・引抜共、油圧圧入工法とする。

スラブ

・仮囲い（Ａ型バリケード､ 1.200x800）、チューブ保安灯，共　程度とする。

P -03

　警備員は、延34人(昼34人、夜0人：うち検定合格警備員0人)を見込んでいる。

・型枠は, （○・ 県産木製型枠 ・合板 ・金属製 ・樹脂系 ・打込み型枠)とする.

杉 12 mm

捨てコン

2.3

普通 18 18 無15

　得ること。

・締め固め機械の選定に当たっては、地質の状況を検討し監督員の承諾を

　  原則, 公共試験機関にて, 主任技術者又は現場代理人立会いの上, 行うこと.

　　ただし, 公共試験機関以外で行う場合は, 工事監理者又は監督員立会いの上

　　, 行うこととする。

　　なお, 試験機関を選定した際には, すみやかに監督員に報告すること。 

○・ コンクリートの打継ぎ目地の寸法は, 標仕9.7.3 〔目地寸法〕(a)(1)による。

○・ 混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(d)によることとし，監督員の承諾

　を受けること。
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２．試運転調整に浄化槽運転開始後６ヶ月間の維持管理を行う。又浄化槽法に基

３．ＦＲＰ製合併処理槽の各槽内の配管材、支持金具、機器等は、メーカーの組

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事



エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺

P -04

駐車場

浄化槽

公園

前面道路
市道

自転車置き場
ゴミ置き場

3,230

3,
23
0

2,
96

0
3,
97

0

4,920

3,
12

0
2,
79
0

隣地境界線

隣地境界線

隣
地
境

界
線

▽

▽

Ｎ

40,680

13,560 13,560 13,560

集会所

受水槽

7,
71
0

4,
00

0
7,
71

0

4,000

和室6帖

和室4.5帖

和室4.5帖

玄関

台所・食堂

浴室

押入 押入

UP

PS PS PS

UP
UP

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

物置

和室6帖 和室6帖 和室6帖 和室6帖 和室6帖

和室4.5帖 和室4.5帖 和室4.5帖 和室4.5帖 和室4.5帖

玄関 玄関 玄関 玄関

便所

洗面

浴室

台所・食堂 台所・食堂 台所・食堂 台所・食堂 台所・食堂

便所 便所 便所 便所

浴室 浴室 浴室 浴室
和室4.5帖 和室4.5帖和室4.5帖 和室4.5帖 和室4.5帖

押入 押入 押入押入 押入
押入 押入 押入 押入 押入

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

物置 物置

ｽﾛｰﾌﾟ

6,780 6,780 6,780

40,680

6,780 6,780 6,780

和室6帖

和室4.5帖

和室4.5帖

玄関

台所・食堂

浴室

押入 押入

UP

PS

和室6帖

和室4.5帖

便所

洗面

浴室

台所・食堂
和室4.5帖

押入押入

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

13,560 4,920

ポンプ室

配置図　　SC=1/200

1/200

BM

交通誘導員

徳島県県土整備部 住宅課

配置図　付近見取図

・・
幼

八万南小

八万中
・

至眉山

線

号

国

道

55

・
八万小学校

園瀬川

冷田川

・
城南高

徳島文理高
・

ｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ
・

・ﾕﾆｸﾛ

問屋町

盲学校
・

・

至上八万

至文化の森

・
八万保育所

国
道

438
号

線

県道 203号

至 鳴門市至 徳島駅

徳島製粉

ニ軒屋駅

文化の森駅

N

0 500m

至 津田･論田

至 小松島市

県住 神成団地
徳島市南二軒屋町

付 近 見 取 図　　SC=NON

大型車両進入禁止区間が有ります。

GL（BM-20）

工事現場付近は　7：00～21：00

交通誘導員

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事



エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
桝リスト

徳島県県土整備部 住宅課

1/NON

塩ビ製桝

周囲地盤高
記号 名　　称 規　格 内　寸　法 管底(周囲地盤)管底GL基準

周囲地盤高
記号 名　　称 規　格 内　寸　法 管底(周囲地盤)管底GL基準

GL基準

汚水桝 塩ビ製桝 ２００φ 塩ビ製密閉ふた（ T-2 ）

配管勾配 1/100を基準とし施工の事。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

備　考 備　考蓋　類 蓋　類

塩ビ製密閉ふた（ T-2 ）

200 200
10

0
10
0

管
径

埋設表示テープ

10
0

10
0

管
径

200 200

転圧は300mm毎に突固めのこと転圧は300mm毎に突固めのこと

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

現場良質土
現場良質土

排水管埋設要領参考図

砂の類 砂の類

塩ビ製桝設置要領参考図

GL基準

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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〃

〃

〃 〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

〃

〃

〃 〃

〃

〃 〃

〃

〃

〃

　　　〃

　　　〃

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

〃

28

〃

〃

〃 〃

〃

〃 〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

汚水桝

ＳＣ－２ ４５０ｘ４５０

ＳＣ－３ ６００ｘ６００

Ｅ

Ｆ

Ｇ

ＳＣ－２ ４５０ｘ４５０

〃

Ｈ ＳＣ－３ ６００ｘ６００

Ｉ

Ｊ

ＳＣ－１ ３５０ｘ３５０

Ｋ ６００ｘ６００ＲＣ－３ため桝

ＭＨＡ－６００

ＭＨＡ－４５０

ＭＨＡ－４５０

ＭＨＡ－６００

ＭＨＡ－３５０

ＭＨＡ－６００

－　　８８５

－　　４９０

－　　６５０

－　　６９０

－　　７３５

－　　４１５

－　　２１０

－　　２９０

29

〃 〃 〃

－　　８７０

－　　５２０

－１，０３０

１５０φ

〃

－　　６１５

－　　６２０

－　　６２５

－　　６３０

－　　６５０

－　　７５５

－　　７６５

－　　７８０

－　　７９５

－　　９０５

－　　９３０

－　　９４５

－　　９５５

－１，０４０

－１，１２５

－１，１３５

－１，１６５

－　　３７５

－　　４４０

－　　５０５

－　　５９０

－　　７８０

－　　９４０

－　　３４０

－　　３５０

－　　３７０

－　　７２０

－　　８３０

－　　９３０

＋　　５０５

〃

＋　　　４５

〃

＋　　　９０

〃

＋　　　３０

＋　　　２５

＋　　　１５

＋　　　４５

＋　　　４０

＋　　　３０

＋　　　４５

＋　　　３０

＋　　　３０

＋　　　１５

〃

－１，１２０

－１，１２５

－１，１３０

－１，１３５

－１，１５５

－１，２６０

－１，２７０

－　　８２５

－　　８４０

－　　９５０

－　　９７５

－　　９９０

－１，１３０

－１，０００

－１，１５５

－１，１６０

－１，１８０

－　　４２０

－　　４８０

－　　５３５

－　　６２０

－　　８２５

－　　９８５

－　　３８５

－　　３９５

－　　４００

－　　７３５

－　　８６０

－　　９６０ 　　　〃

塩ビ製蓋(防水・防臭)

現場良質土 延長管VU200

塩ビ製桝

再生クラッシャラン厚100

転圧は300mm毎に突固めのこと

30
0

桝　リ　ス　ト（既設撤去汚水桝）桝　リ　ス　ト（新設汚水桝）

P -05

（給水・通気・送気）管埋設要領参考図

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事



エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
1/100

隣地境界線

和室6帖

和室4.5帖

和室4.5帖

玄関

台所・食堂
浴室

押入
押入

UP

PS PS PS

UP

UP

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

物置

和室6帖 和室6帖
和室6帖 和室6帖 和室6帖

和室4.5帖 和室4.5帖 和室4.5帖
和室4.5帖 和室4.5帖

玄関 玄関 玄関 玄関

便所

洗面
浴室

台所・食堂 台所・食堂 台所・食堂 台所・食堂
台所・食堂

便所 便所 便所 便所

浴室 浴室 浴室 浴室

和室4.5帖 和室4.5帖和室4.5帖
和室4.5帖

和室4.5帖

押入 押入 押入押入
押入

押入 押入
押入 押入

押入

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

物置 物置

駐車場

集会所

受水槽

和室6帖

和室4.5帖

和室4.5帖

玄関

台所・食堂

浴室

押入
押入

UP

PS

和室6帖

和室4.5帖

便所

洗面

浴室

台所・食堂

和室4.5帖

押入
押入

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

BM

7
5

7
5

100125150

1
006
5

6
5

１
Ｆ
雑
排
水

１
Ｆ
雑
排
水

２
・
３
Ｆ
雑
排
水

２
・
３
Ｆ
雑
排
水

１～

３
Ｆ
　
汚
水 ？

7
5 既設配管に接続

100
100125

16751785
1815

２
・
３
Ｆ
雑
排
水

１
Ｆ
雑
排
水

１
Ｆ
雑
排
水

２
・
３
Ｆ
雑
排
水

１～

３
Ｆ
　
汚
水

２
・
３
Ｆ
雑
排
水

２
・
３
Ｆ
雑
排
水

１～

３
Ｆ
　
汚
水

１
Ｆ
雑
排
水

１
Ｆ
雑
排
水

？（雨水）
125125

2210

１２３４５
６７８９

1011121314

1415

16

17

18 19 20 21

2223

24

改修平面図

徳島県県土整備部 住宅課

25

26

27

2829

7
5

1
0
0

75100

1
00

6
5

GL(BM-20)

 強調線部　汚水配管類新設工事範囲

 細線部    既設排水管類（再利用範囲）

 極細線部  既設排水管類撤去

既設配管に接続

1
0
0

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ床取壊し復旧既設ｺﾝｸﾘｰﾄ床取壊し復旧

既設配管に接続 既設配管に接続

1
0
0

1
0
0

6565

1
0
0

1
0
0

 
6
5

 
7
5

 
6
5

 
7
5

既設配管に接続既設配管に接続

125

12
5

100

5
0

75

1
0
0

ﾌｪﾝｽ

100 100 100

既設浄化槽

既設浄化槽
撤去後施工

100

2
0
0
 
 

　特　記　：

 既設排水管撤去に伴う 既設雨水桝補修補本工事に含む。

既設雨水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
（500x500x35t）取替え

15
0

1
50

150

スクリーン用ブロワ

350

8
90

8
00

5
5
0 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 150H

浄化槽制御盤

ばっ気用ブロワ

回転灯

既設臭突150φに接続
既設給水管に接続150

20

100

100

25

20

20
2025

20
(30)x3

(30)x3

TK28AKUH13

塩ビ水栓柱

補修部既存部 既存部

あと施工アンカー ＠500あと施工アンカー ＠500

D10

溶接金網  6φ x 100 x 100

ｺﾝｸﾘｰﾄ 150t（金コテ仕上げ）

コンクリート床部　補修参考図

500

埋戻し
掘削良質土

砕石 150t

（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝでも可）

P -06

既設排水管撤去補修

600

外壁穴明け補修 x6ヶ所

350

SS300×300×200wp

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事



エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
1/100

和室6帖

和室4.5帖

和室4.5帖

玄関

台所・食堂

浴室

押入
押入

UP

PS PS PS

UP

UP

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

物置

和室6帖 和室6帖
和室6帖 和室6帖 和室6帖

和室4.5帖 和室4.5帖 和室4.5帖
和室4.5帖 和室4.5帖

玄関 玄関 玄関 玄関

便所

洗面

浴室

台所・食堂 台所・食堂 台所・食堂 台所・食堂
台所・食堂

便所 便所 便所 便所

浴室 浴室 浴室 浴室

和室4.5帖 和室4.5帖和室4.5帖
和室4.5帖

和室4.5帖

押入 押入 押入押入
押入

押入 押入
押入 押入

押入

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

物置 物置

駐車場

浄化槽

集会所

受水槽

和室6帖

和室4.5帖

和室4.5帖

玄関

台所・食堂

浴室

押入
押入

UP

PS

和室6帖

和室4.5帖

便所

洗面

浴室

台所・食堂

和室4.5帖

押入
押入

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

ポンプ室

BM

7
5

7
5

100125150

1
006
5

6
5

１
Ｆ
雑
排
水

１
Ｆ
雑
排
水

２
・
３
Ｆ
雑
排
水

２
・
３
Ｆ
雑
排
水

１～

３
Ｆ
　
汚
水 ？

7
5

ポンプ室

(1665)
(1865)

300

3
0
0

仮設汚水管（ VP100 ）

既製品ﾌﾞﾗｹｯﾄ（ 40x40x3.2t ）
（ 取付間隔 2 m 以内 ）

仮設汚水配管参考要領図

既設汚水管に接続

壁穴明け補修 150φ

125（既設汚水管撤去）

壁穴明け補修 150φ

150（既設汚水管撤去）

既設汚水管に接続既設汚水管に接続

壁穴明け補修 150φ

150（既設汚水管撤去）

150（既設汚水管撤去）150（既設汚水管撤去）

壁穴明け補修 150φ

既設汚水管に接続

100（仮設汚水配管）

100（仮設汚水配管）
100（仮設汚水配管）

100（仮設汚水配管）100（仮設汚水配管） 100（仮設汚水配管）

125（既設汚水管撤去）

Ａ
Ｂ

ＣＤ

ＤＥ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

徳島県県土整備部 住宅課

仮設配管平面図

Ｇ

GL(BM-20)

新設汚水管に接続

1
2
5

新設浄化槽

28

1727

壁穴明け補修 175φ

汚水桝撤去に伴い

仮配管で接続
既設浄化槽撤去まで

29

2
0
0
 
 

2
0
0
 
 

1
0
0

100

2
0
0

1
2
5

　特　記　：　１．仮設汚水配管は工事完了後全て撤去する事（擁壁穴明け部はｺﾝｸﾘｰﾄで埋戻し補修する事）

150

1
50

1
5
0
（
新

設
汚
水

管
）

P -07　　　　　　　２．仮設汚水配管を施工する際は事前に徳島市に占用許可申請を提出し許可を得ること。 Ｒ１住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事



エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
1/100

駐車場

浄化槽

隣地境界線
▽

集会所

受水槽

押入

ポンプ室

外灯移設

（幹回り 1,600 x 6,000H ）

樹木撤去

（幹回り 1,200 x 6,000H ）
樹木撤去

（幹回り 1,700 x 6,000H ）
樹木撤去

徳島県県土整備部 住宅課

交通誘導員

ゴミ
置き場

圧入機発電機鋼矢板置場

鋼矢板搬入車両

既設フェンス及び支柱撤去復旧範囲（ 12,100 ）

土留工事用参考仮設計画図　　SC=1/100

　特　記　：　１．既設フェンス及び支柱撤去復旧工事も全て本工事に含む。

土留工事用参考仮設計画図

P -08

Ａ型バリケード

Ａ
型

バ
リ

ケ
ー
ド

Ａ
型

バ
リ
ケ

ー
ド

Ａ型バリケード

　　　　　 　 ２．既存樹木撤去及び外灯移設工事も全て本工事に含む。

（工事期間中：延べ 17 日程度）

交通誘導員

（工事期間中：延べ 17 日程度）

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事



エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
1/100

隣地境界線
▽

集会所

受水槽

押入

ポンプ室

徳島県県土整備部 住宅課

ゴミ
置き場

掘削工事用参考仮設計画図　　SC=1/100

　特　記　：　

掘削工事用参考仮設計画図

既設浄化槽撤去

残土搬出用ﾀﾞﾝﾌﾟ

P -09

Ａ型バリケード

Ａ
型

バ
リ

ケ
ー
ド

Ａ型バリケード

交通誘導員

（工事期間中：延べ 17 日程度）

交通誘導員

（工事期間中：延べ 17 日程度）

Ｒ１住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事



エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
1/50

徳島県県土整備部 住宅課

日平均汚水量

流入ＢＯＤ

放流ＢＯＤ

２００ｍｇ／Ｌ

１６．８ｍ
３
／日

処理対象人員 ８４人

２０ｍｇ／Ｌ

予備ろ過槽

ＨＷＬ

ＬＷＬ
流量調整部

汚泥貯留槽

予備ろ過槽

消　毒　槽

＜項　　　　　目＞

生物ろ過槽

担体流動槽

容　量　表

１．９７６

２．００５ばっ気型スクリーン

原水ポンプ槽

５．４２７

７．３６６

０．２１９

２．０５４

５．６３４

予備ろ過槽

担体流動槽

固液分離部

間欠定量移送装置

汚泥貯留槽

汚泥移送

流量調整部

生物ろ過槽

消毒槽

循環水

　放流　

流入

フローシート

ばっ気型スクリーン

原水ポンプ槽

Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ

担体流動槽 予備ろ過槽
汚泥貯留槽

固液分離部

原水

ポンプ槽

ばっ気型

スクリーン

消毒槽

生物

ろ過槽

710

　流入管
φ１５０

　臭突管
φ１００

　移流管　
φ１５０

循環水・汚泥移送管
　　　φ５０

　φ２０

間欠定量移送装置

計量調整装置

ブロワより
スクリーン用

ブロワより
　φ２５

ブロワより
　φ２０

原水ポンプ
着脱装置付

　　放流 流入

φ250

700 1280 1710 1260 900 900

6750

4
0
0

φ
2
5
0
0

4
0
0

3
3
0
0

Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ

角蓋　

　　　　角蓋　　　　 マンホール

175 3200 3200 175

725 1555 890 845 1610 1125

6750

1
7
5

2
9
5
0

1
7
5

3
3
0
0

開口位置

マンホール及び角蓋は、防臭型ロック式及び溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

円筒槽の補強リングは、ＦＲＰ製とする。

スラブ荷重はＴ－６とする。

設計容量       ( ｍ   )
３

ＷＬ

ＷＬ
ＷＬ

ＷＬ
ＨＷＬ

ＨＷＬ

ＬＷＬ

ＬＷＬ ＡＷＬ

3
0
0

9
8
0

1
0
0

ばっ気型

スクリーン
汚泥貯留槽

固液分離部流量調整部

予備ろ過槽

担体

流動槽消毒槽

生物ろ過槽

散気管 原水ポンプ槽 原水ポンプ
着脱装置付

逆洗管

汚泥移送用エアリフトポンプ
　　　　　φ５０

　移流管　
φ１５０

2
0
5
0

7
5
0

1
3
0
0

2
1
0
0

4
5
0

7
5
0

7
5
0

1
3
0
0

浮上防止バンド

400 φ2500 400

3300

制御盤

スクリーン用ブロワ

ばっ気用ブロワ

逆洗φ20
散気φ25

スクリーン用φ20

回転灯

1
2
7
0

流入管底

700 1280 1710 1260 900 900

6750

2
0
0

5
0

2
5
2
0

2
0
0

5
0

1
5
0

3
1
7
0

2
0
0

5
0

2
5
2
0

2
0
0

5
0

1
5
0

3
1
7
0

φ25
　逆洗　

赤　青　
　散気　

ばっ気用ブロワ　
ばっ気用ブロワ　

6
1
5

逆洗φ20
散気φ25
φ20

　放流管
φ１５０

　流入管
φ１５０

7
6
0

放流管底

ばっ気用
ばっ気用

機器仕様表 （三相・２００Ｖ）

３

ばっ気用ブロワ

型式　　　ロータリー

口径　　　　２５Ａ

風量　　０．５　ｍ　／分

風圧　　３０ｋＰａ

動力　　０．７５ｋＷ

台数　　　１　　台

型式　　水中汚物ポンプ

口径　　　　５０φ

揚水量　　０．１ｍ　／分

揚程　　　３．５　　ｍ

台数　　　２　　台

3

動力　　　０．１５ｋＷ

原水ポンプ（着脱）

３

スクリーン用ブロワ

型式　　　ロータリー

口径　　　　２０Ａ

風量　　０．１２　ｍ　／分

風圧　　２０ｋＰａ

動力　　０．２ｋＷ

台数　　　１　　台

臭突横引き配管は上り勾配施工とする。

（特記）

　第１項の大臣認定による固液分離型流量調整付担体流動生物ろ過循環方式

　建築基準法第６８条の２６第１項の規定に基づき、同法施行令第３５条

BM+30(GL+50)

1
5
0

1
5
0

2-600x1000
2-φ600

1-850x1400

BM+30(GL+50)

 FL

平　面　図　　SC=1/50

頂版開口図　　SC=1/50

ブロワ断面図　　SC=1/50

Ａ－Ａ断面図　　SC=1/50

Ｂ－Ｂ断面図　　SC=1/50

浄化槽　一般構造図
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〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
1/50

徳島県県土整備部 住宅課

ＦＳ１

主筋方向

φ250
主筋　Ｄ１３－２００＠ダブル

副筋　Ｄ１３－２００＠ダブル

Ｓ１

主筋方向

主筋　Ｄ１３－２００＠ダブル
副筋　Ｄ１３－２００＠ダブル

主筋Ｄ１３－２００＠ダブル

副筋Ｄ１３－２００＠ダブル

定着長さ Ｌ２＝３５ｄ

Ｇ．Ｌ

主筋Ｄ１３－２００＠ダブル

副筋Ｄ１３－２００＠ダブル

Ｌ２

帯筋　Ｄ１０－１００＠

主筋 ４－Ｄ１３

Ｓ１

ＦＳ１

Ｌ１ Ｌ１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ１Ｌ１

２－Ｄ１３

Ｌ１＝４０ｄ

開口部補強筋

定着長さ

開口部補強筋

主筋

帯筋

４－Ｄ１３

Ｄ１０＠１００

アンカ下端

D13

5
0
～
8
0 アンカ下端

5
0
～
8
0

D13100

基礎スラブ天端

40
0

基礎スラブ天端

400

下端筋に定着のこと

浮上防止ﾊﾞﾝﾄﾞｱﾝｶｰ図

断面図

スラブ筋等の重ねつぎて長さは小径の４０ｄ以上とする。

スラブリスト

スラブ スラブ厚 位置 主　　筋 副　　筋 備　考

全断面

全断面

Ｓ１

ＦＳ１ ２００

２００

Ｄ１３－２００＠

Ｄ１３－２００＠

Ｄ１３－２００＠

Ｄ１３－２００＠

ダブル

ダブル

使用とする。

とする。

とする。地　耐　力

スラブ荷重

コンクリート

鉄　　筋

凡　　例

共通事項

ｋＮ／ｍ２

２

ｘ　－－－－Ｄ１３・－－－－Ｄ１０

そ　の　他 詳細は現場係員の指示による。

５０

ＳＤ－２９５Ａ

Ｎ／ｍｍＦｃ＝２１

Ｔ－６

流入
2
0
0

2
5
7
0

2
0
0

5
0

1
5
0

3
1
7
0

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

3200 3200 175

6750

1
7
5

2
9
5
0

1
7
5

3
3
0
0

浮上防止バンド

浮上防止ﾊﾞﾝﾄﾞｱﾝｶｰ位置

浮
上
防
止
ﾊ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ
位
置

1150 550 1070 820 1100 2060

6750

3
7
5

2
5
5
0

3
7
5

3
3
0
0

頂版スラブ配筋図　　SC=1/50

柱配筋詳細図　　SC=1/30

基礎スラブ配筋図　　SC=1/50

Ａ―Ａ断面配筋図　　SC=1/50

175

250

Ｌ２

浄化槽　スラブ構造図

P -11Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水設備改修工事



エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
1/50

徳島県県土整備部 住宅課

入ー切

原水ポンプ槽ＬＷＬ以上で自動運転、原水ポンプ槽ＬＷＬ以下で停止。

原水ポンプ槽ＡＷＬ以上で満水警報。

ＮＯ．１原水ポンプ

ＮＯ．２原水ポンプ

スクリーン用ブロワ 

機器ＮＯ． 機器名称

入ー切ばっ気用ブロワ

原水ポンプ槽ＨＷＬ以上で予備ポンプ運転、原水ポンプ槽ＨＷＬ以下で停止。

機器選択 故障時

自動

（自交）

警報

故障
満水 手動 自動

漏電 過負荷

移行

Ｍ１

Ｍ２

Ｍ３

Ｍ４

備考

動作表

０．２０
Ｍ
２

Ｍ
３

Ｍ
４

符号

Ｍ
１

機　器　名　称 使用ケーブル、電線管

２０．７５

０．１５

０．１５

ＥＤ

ＰＢ

kW

容量 (kW)

kW

kW

kW

２

Ｍ
３

Ｍ
４

Ｆ１１－Ｆ１３

ＰＢ

6750

3
3
0
0

電線管端末部にはコーキング処理を行うこと。

一次側電源引込み工事及び外部警報配管配線

工事は別途工事とする。

ケーブル間の接続部は充分な防水処理を行うこと。

原水ポンプ槽（フロート：ＲＦ－５）

Ｆ１１Ｆ１２Ｆ１３

ＬＷＬ

ＨＷＬ
ＡＷＬ

ＯＮ

交互運転
ＯＦＦ

原水ポンプ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＦＦ

警報

同時運転

原水ポンプ2
7
7
0 2
3
0
0

全
高

フロート位置参考図

1
4
6
0

1
5
6
0

(30)×3

制御盤

スクリーン用ブロワ

ばっ気用ブロワ

回転灯

Ｍ

１

Ｍ

２

Ｆ１１－Ｆ１３

　　１５０　ｘ１００，ＶＥ（ＷＰ）

　　原水ポンプ槽　フロートスイッチ

　　ＮＯ．２原水ポンプ

　　ＮＯ．１原水ポンプ

　　スクリーン用ブロワ

　　ばっ気用ブロワ

　ＥＭ－ＣＥ　２ ｍｍ　　－４ 心

　専用ケーブル

　専用ケーブル

　専用ケーブル

浄化槽　電気配線図

二次側配線図　　SC=1/50　　

200

P -12

　ＥＭ－ＣＥ　２ ｍｍ　　－４ 心 （G22z・F24wp）

（G22z・F24wp）

地中（FEP30)・露出(G28z）

地中（FEP30)・露出(G28z）

地中（FEP30)・露出(G28z）

２　ＥＭ－ＣＥ　２ ｍｍ　　－２ 心 （G22z）

　　Ｄ種接地工事（電気工事 別図参照）

　　回転灯（防雨入線カバー共）
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●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部 住宅課

ばっ気用ブロワ

入力電源

W
1

V
1

U
1 EETSR W
2

V
2

U
2

W
3

V
3

U
3

W
4

V
4

U
4

予備
警報

無電圧有電圧

A
2

A
1

B
2

B
1

F
1
3

F
1
2

F
1
1

F
C

原水ポンプ

ＮＯ．２ＮＯ．１

E

外部端子接続

E

スクリーン用

ブロワ  フロート

原水ポンプ槽

スクリーン用ブロワ 

52-4

49-4

A A
2 3

赤針付 赤針付

3P 3P

30/15A 30/15A

Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４

NO.1 NO.2

UVW-2 UVW-3 UVW-4

52-2

49-2

52-3

49-3

3A

30mA.AL

MCB-2 ELB-1

3P

30/15A
30mA.AL

ELB-2

R.S.T

3P

A
1

赤針付

3P

52-1

49-1

UVW-1

Ｍ１

F1

30/15A

5A

30/20A

ELB-0

MCB-1

原水ポンプ

MCB-01

2P

30/10A

PS
E 200/DC24V

10W

R1.S1 COM.24A+

操作電源 フロート電源

0.20 0.15

5A

0.75

ｋＷ ｋＷ ｋＷ ｋＷ

ばっ気用ブロワ

３φ３Ｗ　２００Ｖ　６０ＨＺ

中扉詳細図

(液晶ディスプレイ）
タッチパネル

A1 A2 A3

2 3
OLWL

30 31

TOS

ＳＳ１

中扉パネル台に取り付け

NP-01

NP-02
カードホルダー

外形図

銘　板　表

記号 名　　称

NP-01 汚水処理制御盤

NP-02 社名板

1

2

3 原水ポンプ

ばっ気用ブロワ

スクリーン用ブロワ  

30 電源

31 一括警報

本体板厚

扉板厚

塗装色外面 5Y7/1

塗装色内面 5Y7/1

屋外、屋内自立型(併用)

1.6t

1.6t

8
3
0

5
0
0

1
3
3
0

250

272600

0.15

鋼板製

警告シール

ハンドル(キー付)
H-85

N200番

外部警報

52
3

Y3A

49-3

FCCOM

F11
L H A

F11 F12 F13
RX1

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X20
E

L N COM X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X20

COM1 Y1 COM2 Y2 Y3 COM3 Y4 Y5 Y6 Y7 COM4 Y10

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y10

R1

AL

1
B1 A1

3
AL

4

AC200V

B2 A2
52 52 52
1 2 4

ALY1A Y2A Y4A OL
X

49-1 49-2 49-4

S1
（有電圧）（無電圧）

Ｒ１ Ｓ１

SS1

D
C
2
4
Ｖ

RX

フ
ロ
ー
ト
電

源

１

RX RX
１ １

F11

Ｎ
Ｏ

．
１

原
水

ポ
ン

プ

Ｎ
Ｏ

．
２

原
水

ポ
ン

プ

Y3 Y4

ス
ク

リ
ー

ン
用

ブ
ロ

ワ
  

タッチパネル

TOS

24+ COM COM0 Y0

ば
っ

気
用

ブ
ロ
ワ

49-1 49-2 49-3 49-4ELB-2ELB-1ELB-0

X
PLC

シ
ー

ケ
ン
サ

ー
運

転
中

PLC

X

X X

PLC
X

COM

24A+

原水ポンプ槽

シーケンサー（ＦＸ１Ｎ－４０ＭＲ）

PL

回転灯

WL
1

　
主

幹
漏

電

　
Ｎ

Ｏ
．

１
原
水

ポ
ン

プ
槽

漏
電

　
Ｎ

Ｏ
．

２
原
水

ポ
ン

プ
槽

漏
電

　
ば
っ

気
用

ブ
ロ
ワ

過
負

荷

　
ス

ク
リ
ー

ン
用

ブ
ロ
ワ

 過
負

荷

　
Ｎ

Ｏ
．

１
原
水

ポ
ン

プ
過
負

荷

　
Ｎ

Ｏ
．

２
原
水

ポ
ン

プ
過
負

荷

浄化槽　制御盤結線図　姿図

操作電源

1/NON
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●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
1/50

徳島県県土整備部 住宅課

GL

4
4
0
0

（
1
1
枚
　
@
4
0
0
）

5
5
0

3
3
0
0

5
5
0

8000
(20枚　@400)

625 6750 625

GL

3
1
7
0

5
00

3
8
3
0

7
5
0
0

鋼矢板ＳＰ－Ⅲ型（油圧圧入工法）

7500×62枚

矢板平面図　　SC=1/50

矢板断面図　　SC=1/50

浄化槽　山留め参考図
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●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
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5
0
0

徳島県県土整備部 住宅課

5,500

2
,
5
0
0

2,5002,500

120 120120120 8080500170 40 170

5,500

1
7
0

8
0

4
0

1
7
0

2
,
5
0
0

1
7
0

1
7
0

4
0

4
0

8
0

2
,
5
0
0

550

5
0
0

5,500

500 500 550
40

170 1703,570

 GL

1
5
0

GL 

1
5
0

5
0
0

1
,
0
0
04
8
0

4
80

4
0

4
0

腐敗槽平面図（上）　　SC=1/50

腐敗槽平面図（下）　　SC=1/50

平面図　　SC=1/50

断面図　　SC=1/50 断面図　　SC=1/50

450φ

450φ

450φ

450φ

300φ400x400

既設撤去浄化槽参考　平面図　断面図

上
部

解
体

撤
去

処
分

消毒（クレゾール液等の噴霧による）

沈下のない様に締め固める

（３００ｍｍ毎）

上部面を周囲の状況に合わせて復旧

残部汚水処理槽下部穴明け

残部汚水処理槽を購入砂で埋戻す

上
部

解
体

撤
去

処
分

汚水全量汲取り

槽内洗浄再汲取り（槽内清掃共）

酸化板 酸化板 酸化板

浄化槽解体手順（参考）

浄化槽上部解体撤去処分

（一部酸化板及び間仕切板解体）

浄化槽躯体部 GL-500 まで解体撤去処分

P -15

4
5
0

（酸化板及び間仕切板全て解体撤去処分）
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徳島県県土整備部 住宅課
エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
NON電気工事仕様書

E -01

種　　　　目 工　　事　　概　　要

I. 工事種目

II. 共通仕様

特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工

とする.

III. 特記仕様1(一般共通事項)

1.　本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む.

　　官公署その他への届出手続等は(標仕 <1>1.1.3)により行う. なお, (監理指針 <1>1.1.3)を参考とする.

2.　工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種

　　別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 

　　監督員の承諾を受ける. (標仕 <1>1.2.2, <1>1.2.3) 

    品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は,

　　品質計画にしたがって適切な処理を施す. 

  　また, その原因を検討し, 再発防止のための必要な処置をとる. (標仕 <1>1.3.4, 監理指針 <1>1.3.4)

    使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図，試験成績書を含む) を監督員に

　　提出する.  (JISマーク等表示品を除く) (標仕 <1> 1.4.2)

　　上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること.

3.　設計図書に疑義が生じたり, 現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたとき

　　は, 「疑義に対する協議等」(標仕 <1>1.1.8)による.

4.  本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する.

5.  本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した

　　者を選定すること.

6.  機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない.

7. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴明けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 <1>2.11.3)

　　梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する.

8. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する.

9. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 <1>1.3.9)により行う.

IV. 特記仕様2(特記事項)

1.  最上階の天井配管は, 原則二重天井内のいんぺい施工とし, 屋上スラブへの埋め込みは行わない. (最上階が二重天井の場

　　合に限る.)

2.  長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する.(標仕 <2>2.2.9, <2>2.12.4)

3.  フラッシュプレートの材質は新金属製とする.

4.  カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う. なお, 屋外部分の表示はエッチングプレート等の耐

　　候性を有するものとする.

5.  盤内, 幹線プルボックス内, ケーブルラック上の要所, マンホール・ハンドホール内, その他の要所には合成樹脂製, ファ

　　イバ製等の表示札等を取付け, 回路の種別, 行先等を表示する. (標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5) 

　　なお, 屋外において直接外気に触れる場所(盤内, プルボックス内を除く. )及びマンホール・ハンドホール内の表示札等は

　　エッチングプレート等の耐候性を有するものとする.

    (1) PCBを含む機器は，調書を添えて引き渡しとする.

8.  分電盤, 制御盤, 端子盤などの2次側以降の配線で, 配線経路, 電線太さ, 電線本数, 管径などは監督員との協議により図

　　面表示と多少相違させてよい.

9.  分電盤からの予備配管として, 分電盤の予備回路数(スペースを含む)に応じた配管を天井裏まで立上げる.

10. EＤ接地極の材料はEBとしD=10, L=1,500とする.  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除い

　　て接地極埋設標を設ける.

11．PF管は波付一重管, タイプ-25とする.

12. 屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする.

    示を行う.

15. 地中管路の埋設深さは車両道路は 0.6m以上, それ以外は 0.3m以上とし, 高圧地中配線以外も埋設標識シートにより埋設標

　　屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない.

 　 (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. 

　　屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m２のものを使用し, 塗装不要とする.

　　　  用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 

    亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする.

14. 次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う.

13. あと施工アンカーボルトの選定については, 次による. 

　　(1) 機器類の固定には, 金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し, 次の機器については, 施工後確認試験を

　　(2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付

　      行う. ( ・ 受変電設備　　・自家発電装置　　・太陽光発電設備（蓄電池を含む）　　・配電盤 　        　　   ) 

6.  屋外の金属製防水形プルボックスは,  ( ステンレス製 ・ 鋼板製 )とし，( メラミン焼付塗装 ・ 溶融亜鉛めっき製 

　　・ 塗装を行わない )とする.

7.  スリーブ材料及び施工は, 標仕 <1>2.9.1, 標準図 電力71～74, 監理指針 <1>2.9.1, <2>2.1.13 による.

10. 耐震施工

　　「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 施工は「建築設

　　備耐震設計・施工指針(2005年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)」による.

　　(1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする.

　　(2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に, 地域係数及び設計用標

　　　　準水平震度を乗じたものとする. なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による.

　設計用標準水平震度 特定の施設 一般の施設

一般機器重要機器一般機器重要機器機器種別設置場所

上層階, 　　
屋上及び塔屋

中層階

1階及び地下階

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

0.6

0.4

0.6

0.6

　　　　　(注) 上層階の定義は次のとおりとする.

　　　　　　　 2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階

　　　　　重要機器　( ・ 配電盤　・ 自家発電装置　・ 交換機　・ 直流電源装置　・ UPS　・ 火災報知受信機　

　　　　　　　　　　　・ 中央監視制御装置　・ 構内情報通信網装置　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　(2) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係

　　　　法令に基づき，作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については，家電リサイクル法により処理する

　　　　こと.

　　製造者において試験方法を定めている項目については, 試験要領書を提出する.

機　材　名　・　注　記品　　　　目

鋳鉄製ふた(マンホールふた)

中央監視制御装置

監視カメラ装置

パワーコンディショナを含む. )　　※太陽電池アレイ及び接続箱を除く

出力10kW以上のパワーコンディショナ及び系統連系保護装置(系統連系保護機能を有する太陽光発電装置

300kVA以下のもの交流無停電電源装置

蓄電池

据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

ベント形据置鉛蓄電池, 制御弁式据置鉛蓄電池

高圧交流遮断器, 高圧進相コンデンサ, 高圧限流ヒューズ, 高圧負荷開閉器

高圧変圧器(特定機器), 高圧避雷器

高圧機器

分電盤(実験盤を含む), 制御盤, キュービクル式配電盤, 高圧スイッチギヤ(CW形, PW形)

防爆及び防災用照明器具を除く.

盤類

蛍光灯器具

　　(3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. 

　　(2) 法令等で定めがある場合は, その許可, 認可, 認定又は免許を取得していること. 

　　(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. 

　　品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける.

2.　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する

　　ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける.

1.  本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の

    出する.

　　仕 <2>2.10.1.5)

　　る.(標仕 <2>1.8.4) なお, 単線接地線の接続にはセルフアップねじ等電線じか接続可能な端子とすることが望ましい.

　　抗を測定する.

V. 機材等

17. 改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は, 工事着手前及び工事完了後に既設配線の絶縁抵

18. 分電盤等において, 外部から分岐回路の接地線を接続する端子又は銅帯は, 分岐回路の配線用遮断器等の負荷側近くに設け

19. 太さ14mm２以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は, 増締確認の表示を行う. (標仕 <2>2.1.2)

20. ケーブルを集合して束ねる場合は, 許容電流について必要な補正を行い, 配線の太さに影響を与えない範囲で束ねる. (標

21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う．

22. 通信・情報設備の弱電流電線は絶縁抵抗測定を行う. (標仕 <6>2.28.2)

23. 自家用電気工作物の保安規程に基づき, 電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し, 成績書を提

16. 地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は, 地上立ち上がり部で耐候性のある管材に接続すること. 

　　　　　　　　・ 垂直ケーブルの最終端支持材　・ 照明用ポール　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

    対象機材　( ・ ブロックマンホール及びハンドホール　・ 自家発電装置配管類支持材　　・ ケーブルラック支持材

12. 強度計算

    対象機材　( ・ 避雷針支持管　・ テレビアンテナマスト　・ 風力発電装置　・ 太陽電池アレイ　・ 　　　　　　　　)

11. 各種荷重計算

　　　　取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい.

　　(4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する方法で確実に

　　(3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする.

13. コンクリート工事

　　照明ポール基礎　( ・ 強度試験 ( ・ 公共試験機関　・ JIS工場 ) 　・ 構造体強度補正値(S)による補正　・ 調合表提出

　　　　　　 　　　 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 )

　　※強度試験の立会いについて, 試験を公共試験機関で行う場合は, 現場代理人又は主任(監理)技術者が, JIS工場の場合は, 

　　　監督員と現場代理人又は主任(監理)技術者が行うものとする. 

事編)(平成31

れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「電気設備工事監理指針(平成31年版)」を参考

年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)」)及び「公共

    ( ・ 一般居室，廊下等　　　　　　            　　　　　                         )

建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は機械設備工事を含む場合は, それぞ

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水改修工事

動 力 設 備

電 灯 設 備

撤 去 工 事

共 聴 設 備

浄化槽工事に支障となる照明街路灯の更新工事一式

浄化槽工事に支障となる共聴配線の更新工事及び仮設工事一式

不要となる電気設備撤去工事一式

浄化槽制御盤への電源工事等一式

電気工事仕様書



徳島県県土整備部 住宅課
エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名
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●縮尺
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図中に示す電気設備の ＊印 は現況放置や既存品の流用等を示す.

図中に示す電気設備の ×印 は撤去工事を示しす
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2
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※1 ×2

No.1・2（２号棟用）

No.1・2（１号棟用）

ポンプ二次側配線接続端子台

ポンプ二次側配線接続端子台
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200
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給水ポンプ制御電源(緊急遮断弁)
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浄化槽制御盤　電源送り

給水ポンプ（２号棟）電源送り

給水ポンプ（１号棟）電源送り

kW

一般動力

3φ3Ｗ 200V

M01

標準色塗装仕上

ポンプ庫－

1,100

給水ポンプ(1.5kW×2)自動交互

給水ポンプ(1.5kW×2)自動交互
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200
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 20 50M
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1
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＊IV5.5sq×3

IE5.5sq(ED)

屋内壁掛形

配電盤 P

鋼板製

公共建築工事仕様

ATAF
極
　
数

種

別

開閉器

二次側配線負 荷 名 称

(Ｖ)

電

圧

負

荷

容

量

(R-T)(T-N)(R-N) TOTAL

備 考

盤

内

結

線

負

荷

番

号

回 路 区 分

電 気 方 式

容 量 合 計

番号 一次配線

盤 名 称

形 　 　 式

階数 設置場所

仕　　　様

11002101000

200

参考質量(kg)

寸法 W×D×H(mm)

２号棟用

１号棟用

　　　　　　No.2

　　　　　　No.2

給水ポンプ　No.1

給水ポンプ　No.1

kW

一般動力

3φ3Ｗ 200V

M01

撤去

Ｌ

Ｌ
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 1.5 10
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 50

M

M

標準色塗装仕上

ポンプ庫－

－

屋内壁掛形

給水ポンプ制御盤

＊IV5.5sq×3
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Ａ
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負

荷
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量

(kW)

負 荷 名 称

負

荷

番

号

盤

内

結

線

回 路 区 分

電 気 方 式

容 量 合 計

番号 一次配線

盤 名 称

形 　 　 式

仕　　　様

設置場所階数

※1 外部給水ポンプ制御盤の無電圧ａ接点より、外部に設ける 警報用回転灯 の電力出力回路（試験－自動－切）を設けること

記　　号 名　　　　　称 規　　　　　格　・　仕　　　　　様　・　摘　　　　　要

回転灯（パトライト）

防雨入線カバー 埋込・露出両用
wp

詳細は盤単線結線図参照配電盤

給水ポンプ制御盤 自動交互　1.5kW　(川本ポンプ：ECB2-A1.5 相当)

接地工事 接地種別は図示による　接地極埋設標共

LF3
既設電極＊

電気工事凡例

制御盤 単線結線図

配電盤 単線結線図

電気工事凡例・盤単線結線図

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水改修工事

100Ｖ　赤色φ100　ブラケット：ステンレス製



電気工事・システム回路結線図

LF3

システム回路結線図
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●工事名 ●図面番号

●縮尺
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図中に示す電気設備の ＊印 は現況放置や既存品の流用等を示す.

図中に示す電気設備の ×印 は撤去工事を示しす

警報表示用回転灯×2

既設配線

給水ポンプ制御盤＊給水ポンプ制御盤

CEE1.25sq-3c×2(高架水槽水位) 既設配線

：接続

 ＊DV2.0mm-3r×2：接続

(１号棟)：新設　(２号棟)：流用
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(
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(
G2

2
z)

(
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CE2sq-2c×2(警報表示) CE3.5sq-4c(浄化槽電源)
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丸型露出BOX(1方出)22

(
H
IV

E
22

)

浄化槽制御盤

受水槽 No.2受水槽 No.1

＊ ＊
LF3

ED(IE5.5sq HIVE22)

CEE1.25sq-4c　(※警報)

CEE1.25sq-4c　(※警報)

※警報→給水ポンプ制御盤警報出力及び将来用緊急遮断弁によるポンプ停止

E -03

1/10給水システム警報サイン

アクリル板（白）　t=5.0mm

下記までご連絡下さい。

徳 島 県 住 宅 供 給 公 社

TEL 088-653-6666

文字：丸ゴシック字体（黒）裏面彫刻

取付方法及び設置場所は協議により決定する

寸法：W400×H300

警報用赤色灯が作動した際には

1/30

▽周辺地盤仕上げ面

※ポール内開閉器は無しにて施工する

再生クラッシャーラン

街路灯基礎詳細図（参考図）

（紙ボイド：φ200）

モルタル(水勾配)器具周囲シール砂突固め

管
路
 
G
L
-
6
0
0
以
上

ボルト：100～242Ｖ

本　体：アルミダイカスト

※ポール内開閉器は無しにて施工する

<HP1wp>
ＬＥＤ　街路灯

100 100

1
0
0

コンクリート基礎：500×500×1,100H

水抜き加工

NNY22684 LE9：Panasonic 相当

水銀灯100形×1灯相当

昼白色　5,000Ｋ　Ｒａ70

ポール：YD3509HNK相当 (3.5m)

グローブ：ポリカーボネート（透明）

天　板：アルミ

上方光束比５～１５％

耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ

落下防止ワイヤー付

EM-CE2sq-3C(PF22)

電気工事 詳細図

既設配線

＊給水ポンプ制御盤

既設配線

：接続

 ＊DV2.0mm-3r×2：接続

　(２号棟)：流用

受水槽 No.2受水槽 No.1

＊ ＊
LF3 LF3

改修前(撤去)

→

改　修　後

×給水ポンプ制御盤（１・２号棟用）

×CVV1.25sq-3c×2(×VE28) 水槽水位

×IV1.6mm×2(×E19) 警報表示 ×IV1.6mm×6(×E25) 高架水槽水位

＊CVV1.25sq-3c

＊CVV1.25sq-3c

＊CVV1.25sq-3c

＊CVV1.25sq-3c

(
×

P
F
22

)
(
×

P
F
22

)

主電源, ポンプ電源, 電極, 警報

×警報表示灯

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水改修工事



徳島県県土整備部 住宅課
エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺
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0
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13,560 13,560 13,560 4,920

4,
00
0

3,
12
0

7,
71
0

4,000

2,
79

0

6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780

40,680 4,920

▽
隣
地

境
界

線

自転車置き場

和室6帖

押入 押入

和室4.5帖

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

浴室

台所・食堂

玄関

PS

UP
和室4.5帖

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

浄化槽

集会所

ゴミ置き場

公園

受水槽 ポンプ室

隣地境界線

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

浴室

台所・食堂

押入

和室4.5帖

押入

和室6帖

和室4.5帖

玄関

PS

UP

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

PS

UP

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

物置

UP

PS

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

物置物置

ｽﾛｰﾌﾟ

前面道路
市道

隣地境界線▽

機械室 平面詳細図　S=1/50

機械室 平面詳細図　S=1/50

【 現 況 撤 去 図 】

Ｎ

3,230 13,560

→

【 改 修 図 】

改修前(撤去)

改　修　後

3,
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0
2,
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0

7,
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0
3,
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0

40,680

13,560 13,560 13,560 4,920

4,
00
0

3,
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0
7,

71
0

4,000

2,
79

0

6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780

40,680 4,920

▽
隣
地

境
界

線

自転車置き場

和室6帖

押入 押入

和室4.5帖

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

浴室

台所・食堂

玄関

PS

UP
和室4.5帖

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

浄化槽

集会所

駐車場

ゴミ置き場

受水槽 ポンプ室

隣地境界線

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

浴室

台所・食堂

押入

和室4.5帖

押入

玄関

PS

UP

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

PS

UP

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

物置

UP

PS

ｽﾛ
ｰﾌ

ﾟ

物置物置

ｽﾛｰﾌﾟ

前面道路
市道

隣地境界線▽

Ｎ

13,560

公園

配管配線撤去共(建物内管路は流用)

街路灯<HP1wp>新設 基礎工事(別図参照)共
CE2sq-3c(PF22)

駐車場

既設 共聴盤 TV-1 屋上設置既設 共聴盤 TV-2 屋上設置

：一部既存管路流用

既設 P.BOX 既設 P.BOX 既設 P.BOX 既設 P.BOX

既設 P.BOX

既設外灯(水銀灯 100形 T3.5)撤去（基礎共）

共聴架空配線 S7C-HFL-SS 撤去

既設 共聴盤 TV-1 屋上設置既設 共聴盤 TV-2 屋上設置

既設 P.BOX 既設 P.BOX 既設 P.BOX

既設 P.BOX

既設 P.BOX

共聴架空配線 S7C-HFL-SS 復旧(新設)

1/200

和室4.5帖

和室6帖

E -04Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水改修工事

共聴架空配線 S7C-HFL 仮設

※浄化槽施工に際し工事期間中の共聴配線の仮設工事を行うこと

電気工事　配置図



×CVV1.25sq-3c×2(×VE28)

徳島県県土整備部 住宅課
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エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

●図面名

●工事名 ●図面番号

●縮尺

外線引込：低圧動力

＊構内柱(鋼管ポール)

W
H

＊
I
V5
.
5s
q
×
3
(
＊
2
5)

＊電力量計(樹脂製箱)

＊給水ポンプ制御盤(２号棟)
　(川本ポンプ：ECB2-A1.5)

→
【 現 況 撤 去 図 】

機械室 平面詳細図　S=1/50 機械室 平面詳細図　S=1/50

＊給水ポンプ(1.5kW)×4台

既存受水槽

改修前(撤去)

(地中埋設)

(＊VE28)

＊受水槽用電極

＊受水槽用電極
＊SS150×150×100V

＊CVV1.25sq-3c×2

LF3 LF3

(＊VE28)

wp

×
I
V
1.

6
mm

×
2(

×
E
1
9)

　壁穴埋戻

×警告用回転灯

　(２号棟用は切離し放置)

外線引込：低圧動力

＊構内柱(鋼管ポール)

＊DV2.0mm-3r×2(高架水槽電極用)

W
H

＊電力量計(樹脂製箱)

　(川本ポンプ：ECB2-A1.5)

＊給水ポンプ(1.5kW)×4台

機械室 参考展開図　S=1/50

【 改 修 図 】

機械室 参考展開図　S=1/50

【 現 況 撤 去 図 】

　(２号棟用は切離し放置)
＊給水ポンプ制御盤(２号棟)
　(川本ポンプ：ECB2-A1.5)

＊IV5.5sq×3(＊25)
wp

wp

＊給水ポンプ制御盤(２号棟)

既存受水槽

(地中埋設)

(＊VE28)

＊受水槽用電極

＊受水槽用電極

＊CVV1.25sq-3c×2

LF3 LF3

(＊VE28)

　(川本ポンプ：ECB2-A1.5)
給水ポンプ制御盤(１号棟)：新設

ZM-200A

　(川本ポンプ：ECB2-A1.5)

×防雨入線カバー(露出ボックス)

ZM-200A：新設

＊給水ポンプ制御盤(２号棟)

配電盤 P 新設

給水ポンプ制御盤(１号棟)新設

丸型露出BOX(1方出)22 貫通補修共

防雨入線カバー
貫通補修共

防雨入線カバー
貫通補修共

警報表示用回転灯×2

＊DV2.0mm-3r×2(高架水槽電極用)

ポンプ庫 ポンプ庫

図中に示す電気設備の ＊印 は現況放置や既存品の流用等を示す.

図中に示す電気設備の ×印 は撤去工事を示しす

改　修　後

【 改 修 図 】

ラック(ZM-200A)セパレータ共

配電盤 P

浄化槽制御盤

ZM-200A

ED(IE5.5sq HIVE22)

SS300×300×200wp

＊SS150×150×100V

貫通補修共(G36z×2)

　既設配線へ接続

※ 配管配線の詳細種別については、システム系統図を参照すること.

E -05

×給水ポンプ制御盤（１・２号棟用）

×
IV

1
.6

m
m×

6
(×

E2
5
)

Ｒ２住宅　南二軒屋神成団地　徳・南二軒屋　屋外排水改修工事

電気工事　ポンプ室平面詳細図

(G
2
8z

)

×給水ポンプ制御盤（１・２号棟用）


